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美濃加茂年金事務所職員による

無料年金相談のお知らせ無料年金相談のお知らせ無料年金相談のお知らせ 予約制

20日（木）
 12月の

相談日

　日本年金機構では、国民年金・厚生年金の老齢年金等の受給者に平成３０年

分の源泉徴収票を作成し、平成３１年１月中旬から下旬にかけて順次送付され

ます。

　源泉徴収票に記載されている事項は、１年間に支払われた年金の総額、社

会保険料（介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険）の金額、源泉徴収

税額および控除内容となっています。

　源泉徴収票が届かない場合、紛失された場合は、ねんきんダイヤルまたは美

濃加茂年金事務所へお問い合わせください。

　なお、６５歳未満で年金支払額が１０８万円未満、６５歳以上で１５８万円未満の人

については、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されません。

 　美濃加茂年金事務所　 ０５７４－２５－８１８１問 ☎

ねんきんダイヤル　  0570－05－1165 （市内通話料金）☎

  午前１０時～午後４時（お一人４５分程度）

  市総合文化センター（八幡町島谷）

  健康福祉部保険年金課　緯６７－１８２２

　 または各振興事務所振興課

時

場

問

▼固定資産税　　　4期

▼国民健康保険税　7期

※口座振替をご利用の方は、残高
　不足にならないようお願いします。

　【納期限は１２月２５日(火)です】

今月の納税

今月今月の募集募集と

お知らせお知らせ

今月の募集と

お知らせ

献血にご協力をお願いします

���

▼１２月２７日（木）【八幡】

　９：３０～１１：３０

　１３：３０～１６：００

　市役所本庁舎

公的年金等の「源泉徴収票」が交付されま公的年金等の「源泉徴収票」が交付されますす

郡上市役所（代表）　　　℡ ６７-１１２１

市長公室 ℡ ６７-１８３１

総務部 ℡ ６７-１８３２

健康福祉部 ℡ ６７-１８３４

農林水産部 ℡ ６７-１８３５

商工観光部　　　　　 ℡ ６７-１８０８

建設部 ℡ ６７-１８３６

環境水道部 ℡ ６７-１１２９

郡上市教育委員会 ℡ ６７-１１２３

郡上市消防本部  ℡ ６７-０１１９

郡上警察署 ℡ ６７-０１１０

郡上ケ ー ブ ルテレビ  ℡ ６７-２７８７

郡上市民病院 ℡ ６７-１６１１

国保白鳥病院  ℡ ８２-３１３１

国保和良診療所 ℡ ７７-２３１１

国保高鷲診療所  ℡ ７２-５０７２

国保和良歯科診療所   ℡ ７７-４００８

国保小那比診療所 ℡ ６９-２０１１

郡上市連絡先

　「中学生ふれあい懇談会」において
提案され実現した、子どもたちによる、
子どもたちのための郷土芸能の発表
会です。中学生のみなさんはもちろ
ん、一般の人もぜひご覧ください。
 　１２月９日（日）午後０時３０分～
 　市総合文化センター文化ホール
　　【入場無料】
出場団体

　①白鳥小学校（祝いもちつき太鼓）
　②石徹白小学校（石徹白民踊）
　③北濃小学校（北濃雅楽）
　④大和南小学校（薪能くるす桜）
　⑤磨墨太鼓保存会（少年磨墨太鼓）
　⑥郡上おどり保存会ジュニアクラブ
　⑦郡上陣屋太鼓親子教室（郡上東
　　中学校）（郡上陣屋太鼓）
 　教育委員会社会教育課
 　６７-１１２８

日

場

問

☎

　国保白鳥病院では、看護師及び病
児保育士を募集しています。
 　正看護師または准看護師
　　病児保育士　
 　看護師１名 病児保育士１名
採用予定

　　看護師：随時
　　病児保育士：平成３１年１月
 　随時受付　
 　資格を有し健康で通勤可能な人
 　市販の履歴書に必要事項を記入
（顔写真添付）のうえ、資格免許
証の写しを添えて提出してくださ
い。郵送の場合は、封筒の表に
「職員採用試験受験」と朱書きし、
必ず書留または簡易書留としてだ
さい。
 　国保白鳥病院総務課
　　（白鳥町為真１２０５-１）
 　８２-３１３１

対

定

期

資

申

問

☎

第4回青少年郷土芸能

　　　フェスティバルの開催
国保白鳥病院臨時職員の募集

　「私の検査の結果は？」と題し、検査技師によ
る、糖尿病教室を開催します。どなたでも自由
に参加いただけますので、ぜひご来場ください。
 　１２月２１日（金）
 　市民病院　６階会議室
 　無料
 　午後２時～午後３時
 　「私の検査の結果は？」
 　市民病院　総務課
 　６５－４１４０

日

場

費

時

内

問

☎

糖尿病教室の開催

お詫びと訂正（広報郡上11月号）
　広報郡上１１月号P１３の（オ）その他
の手当（平成３０年４月１日現在）の扶
養手当において数値等に誤りがござ
いました。お詫びして訂正します。
【誤】●配偶者：月額１０,０００円
　　　●子：月額８,０００円
　　　・配偶者がない場合は、その
　　　　うち１人は１０,０００円
　　　●その他の扶養親族：月額
　　　　６,５００円
　　　・配偶者がない場合は、その
　　　　うち１人は９,０００円
【正】●配偶者：月額６,５００円
　　　●子：月額１０,０００円
　　　●その他の扶養親族：月額
　　　　６,５００円
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《給与所得者の人へ》

　勤務先での年末調整はお済みでしょうか？保険等の控除の漏れや扶養人数に誤りはありませんか？扶養控

除は重複して受けることはできません。

　たとえば、共働き夫婦で子どもがいる場合、夫・妻それぞれで同じ子どもを扶養としていたり、夫が妻を

扶養としているのに、その子どもが母親を扶養しているケースがよくあります。合計所得金額が３８万円以下

の扶養親族を誰が扶養として申告するのか、家族でよく話し合っておきましょう。

　また、勤務先で年末調整がされていない場合、確定申告が必要です。申告により税金が還付されることも

ありますので、忘れず申告しましょう。

①マイナンバーカードをご用意ください。
　※本庁市民課窓口、または各振興事務所振興課窓口でも取得の手続きができます。
　※マイナンバーカードの申請から交付までには、３週間から１ヵ月かかります。
　　マイナンバーカードには、電子証明書が標準的に組み込まれます。
②ICカードリーダライタをご用意ください。
　《イータックスホームページ》　http://www.e-tax.nta.go.jp/

煙国税電子申告・納税システム（e-Tax[イータックス]）をご利用いただくその前に…

①自宅やオフィスからインターネットを利用して、国税に関する申告・申請・届出等ができます。
②ATMやインターネットバンキングなどを利用して、国税の納税ができます。
③給与等の源泉徴収票や医療費の領収書の添付が省略できます。（原本は各自で５年間保存）
※相談会場での通常申告時にはお持ちいただく必要があります。

煙e-Tax（イータックス）は、こんなところが便利です。

国税庁では、国税電子申告・納税システム（e‐Tax［イータックス］）をすすめています

申告期限は平成３１年２月１８申告期限は平成３１年２月１８日日（月）～３月１５日（月）～３月１５日（金）（金）までですまでです

税申告の準備を始めましょう税申告の準備を始めましょう ！！

《年金所得者の人へ》

　年金から天引きされている介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保

険料は、実際に天引きされている人以外には、控除として計上することはでき

ませんのでご注意ください。（天引き分以外については、従来どおりです）

《障がい等の控除について》

　ご自身または扶養親族に障がい等がある場合で、お勤めの事業所または年金支払者へ障がい等の申告をさ

れていない人は、確定申告を忘れないようにしてください。（障がい等の控除が漏れることがあります）

　なお、障がい等の控除については、源泉徴収票で確認をお願いします。

■平成３１年度市・県民税申告書の配布対象者

平成３０年度市・県民税申告書を提出された人に郵送します。

〈次の人には送付されません〉

　　①平成３１年１月１日現在で１９歳未満の人

　　②平成３０年度に市・県民税の申告をしたが、給与及び公的年金のみの人で源泉徴収票の内容に相違ない人

　　③前回確定申告をされた人

今回確定申告をされる人及び給与（年末調整済）や公的年金のみの人でほかに申告する事項のない人は、平

成３１年度市・県民税申告書を提出する必要はありません。

■大切に保管しておきましょう

確定申告には、提出しなければならない書類がいくつかあります。

申告の時になって慌てることのないよう大切に保管しておいてください。

毅給与、公的年金等の源泉徴収票

毅生命保険や個人年金、地震保険の保険料控除証明書

毅医療費や医療品等に関する明細書、もしくは領収書

毅住宅ローン残高証明書

毅寄附先から発行される寄附金受領証明書など

毅配当や保険の一時金・満期返戻金の通知書、その他収支計算の根拠となる領収書など

毅マイナンバーカード又は通知カード
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あ
る
家
庭
の
会
話

　
応
急
処
置
の
ポ
イ
ン
ト

居住する家屋の除雪にかかった経費の４分の１以

内の金額（１００円未満の端数は切り捨て）とし、原則

５,０００円を上限とします。

例）除雪経費１５,０００円の場合、４分の１の 金額の

３,７００円を助成します。

助
成
金
額

市内に居住する下記①～③のいずれかの世帯で、除雪が困

難な住民税非課税世帯（非課税かどうかは申請者の委任に

より、郡上市社協にて調査します）

①７０歳以上の高齢世帯

②７０歳以上の高齢者と障がい者の世帯

③障がい者のみの世帯（障がい者は、身体障害者手帳３級

以上、精神障害者保健福祉手帳２級以上、療育手帳Ａ以

上、介護保険要支援１以上のいずれかの交付を受けてい

る人）

対
　
　
象
　
　
者

助成金交付申請書兼請求書に必要事項を記入し、除

雪業者等が発行した請求書または領収書の写しを添

付の上、民生児童委員の確認を得て申請してくださ

い。

申
請
方
法

屋根の雪おろしにお困りのみなさんへ
　雪が降ると、みなさんの自宅周りの雪の処理で、一番大変で安全に気をつけなけ

ればならない作業が、屋根の雪おろしではないでしょうか。しかし、高齢者・障が

い者のみの世帯等では、雪おろし作業をすること自体が困難かと思います。

　今回は、自分で雪おろしや処理ができない場合はどうしたらよいか、また、自宅

周りの雪を処理する場合に注意していただきたいことを紹介します。

　市では雪おろし等を依頼可能な業者のリストを作成してご紹介しています。

　詳しくは各振興事務所振興課又は健康福祉部社会福祉課（緯６７-１８１１）まで

お問い合わせください。

相談①  自分で屋根の雪おろしができないので、業者などに依頼したいのですが…

相談②  除雪費用が高額にならないか心配です

　郡上市社会福祉協議会では、高齢者・障がい者のみでお住まいの世帯等に対し、積雪の問題 

から家屋や生活を守るため、除雪にかかる経費の一部を助成しています。

　内容は次のとおりで、２月末日までにお住まいの地域の民生児童委員を通じて申請してくだ

さい。詳しくは郡上市社会福祉協議会（緯８８-９９８８）又は民生児童委員へお問い合わせください。
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問い合わせ先　総務部市民課（電話67－1816）または各振興事務所振興課

� ������ ������ ����� （郡上市雇用対策協議会）～輝く未来に向かって～ ～輝く未来に向かって～ 

怯社会人になる準備を進めよう！

　高校を卒業して就職する人も進学する人もいずれは社会に出ます。社会に出るとこれまでの学生時代とは、全く

違う環境になります。“その時”に戸惑わないよう、今から“社会に出る準備”を進めていきましょう！

   ハローワーク岐阜八幡　  ６５-３１０８問 ☎

①決められた時間を守ろう！
　社会人になると「時間を守る」ことがとても大切

です。社会では、時間にルーズな人は信用されませ

ん。「５分前行動」と「遅れる場合は連絡」の２つ

を必ず守りましょう。

③オトナの言葉遣いを身につけよう！
　社会人になってから多くの人が大変な思いをする

のは、「言葉遣い」だと言われています。言葉遣い

でいきなりつまずかないよう、きちんとした言葉遣

いや敬語の習慣を身につけましょう。

⑤学ぶ姿勢を身につけよう！
　仕事に必要な技術や技能を身に

つけるためには、日々の勉強は欠

かせません。学校のように待ってい

れば教えてくれる環境ではないの

で、積極的に学ぼうとする姿勢が大切です。

⑥目標（目的）を持って行動しよう！
　社会人になると大なり小なり必ず目標が与えられます。こ

の目標を達成していくことが仕事とも言えます。目標の中に

は短期間での達成を求めていない場合もありますが、その

中でどんな目標を立て、どう取り組んだかが評価されます。

その評価が大きな自信（財産）となります。まずは身近にある

目標を見つけ、達成に向けて取り組んでみましょう。

④カラダの準備をしよう！
　仕事によっては、不規則な労働時間や遅くまでの残業が

あります。また職種によっては立ちっぱなしの仕事もあり

ます。社会人生活に備えて「働き続けられる体力づくり」

「健康管理」「生活管理」を心がけましょう。

②あいさつ、返事をしっかり身につけよう！
　あいさつや返事は社会人にとって基本的なマナーです。

学生のうちに身につけておきましょう。元気に声を出せば

それだけでも好感度がアップします。大きな声で自分から

あいさつをするよう、心がけましょう。

資料出典：厚生労働省「高校生就職ガイダンス」

マイナンバーカードをまだお持ちでないみなさんへ
　マイナンバー制度が開始され３年が経過しました。先に配られた通知カードは紙でできていますので破れや

すく、本人確認書類にはなりません。また、マイナンバー付きの住民票の発行には手数料がかかりますが、マ

イナンバーカードの作成は無料です。

　また、顔写真付きであるため、なりすましなどの悪用は難しく、税や年金などのプライバシー性の高い情報

は記録されておりません。万が一、紛失･盗難があっても、３６５日２４時間コールセンターが対応していますので、

安心してご利用いただけます。

　交付に関するお知らせが届いたら、早

めに受け取りをお願いします。

　再度のお知らせが届いた場合でも保管し

てありますので、ぜひお受け取りください。

※受け取りには事前予約が必要です。

マイナンバーカード1枚でできること

毅個人番号を証明する書類として

毅本人確認の際の公的な身分証明書

毅各種行政手続きのオンライン申請

毅e-Taxなどの電子申請

マイナンバーカードを申請してね鎧

恐郵送申請について

　「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている送付用封筒の差

出有効期限が平成２９年１０月４日となっていますが、平成３１年５月３１日まで延長されましたの

で、切手を貼らずにそのまま使用することができます。

恐オンライン申請について

　パソコン、スマホでも簡単にできますが、市民課及び各振興事務所振興課に設置している

マイナポータル端末でも、写真撮影から申請まで無料で行えますので、事前にご連絡ください。

マイナンバーカードの受け取り

を忘れていませんか ！ ？
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　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、公職選挙法では、選挙区内での

政治家による寄附の禁止を定めています。有権者が寄附を求めることもできません。寄附禁止のルールを

守りましょう。

④年賀状等のあいさつ状の禁止
　政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状な

どの時候のあいさつ状（電報なども含む）を出すことは禁止されています。

③後援団体の寄附の禁止

　後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに

類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、

その時期や名義に関わらず処罰されます。

②政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示し

たり、氏名が推測されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると

処罰されます。※政党その他政治団体またはその支部に対するものは除かれます。

①政治家の寄附の禁止

　政治家が自身の選挙区内にある者に対して寄附をすること（政治団体や親族に対するもの及び政治

教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます）は、その時期や名義がどのような場合

であっても禁止されており、違反すると処罰されます。また、政治家以外の者が、政治家名義の寄附

をすることも禁止されており、違反すると処罰されます。

　次のものは処罰の対象となります。

▼病気見舞、祭への寄附や差入、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入、秘書が代理で出席

する場合の結婚祝や葬儀の香典、葬式の花輪・供花、落成式・開店祝等の花輪、町内会の集会や旅行

等の催物への寸志や飲食物の差入、入学祝、卒業祝、お中元・お歳暮、お年賀


